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「えるぼし認定」及び「くるみん認定」 

認定通知書交付式を開催します 

 厚生労働省では、女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動

計画を策定した企業のうち、女性の活躍に関する一定の基準を満たした企業を女性の活躍推進

企業として認定する「えるぼし認定制度」、子育てサポート企業として認定する「くるみん認

定制度」を実施しています。 

 福島労働局（局長 岡田 直樹）では、下記の日程により、認定通知書交付式を行います。 

 また、二つの認定制度を同時に認知いただきたく、合同形式により交付式を開催いたします。 
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１ 認定通知書交付式 

日時：令和８年５月２７日（水）１４:００～ 

   場所：福島第二地方合同庁舎１階会議室（福島市花園町５-４６） 
 

 

２ 認定事業主 

【えるぼし認定】 

    〇株式会社 INTALES 代表 満田 優 氏 

    〇富士エンジニアリング株式会社 代表 椎根 雄一郎 氏 

    〇株式会社安藤組 代表 安藤 正明 氏 

    〇株式会社ショウエー 代表 大石 康裕 氏 

    〇株式会社齊組工業 代表 齊藤 修一 氏 

 

 

  【くるみん認定】 

〇株式会社目黒工業商会 代表 目黒 健之 氏 

〇昭和技術設計株式会社 代表 渡邉 和明 氏 

 

３ 取材について 
   交付式会場での写真撮影、交付式後の認定企業への取材は可能です。 

・見出しには、本文にない言葉を使わない 

・見出しと本文 の用語は統一する（「前年度」「昨年度」など混在

させない） 

・具体的な事実、バックデータを明示し内容の信頼性を高める 

・説明文はリリース用にかみ砕く。例えば、予算資料や制度改正資料は一定の知識 

を持つ人が対象なので、こうした添付資料の文章をそのまま使わない 
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【照会先】 

福島労働局雇用環境・均等室 

室  長  上野 由佳 

指導係   幕田 恵 

指導係   矢吹 知香子 

電話 024-536-4609（直通） 


